
川西市障害者移動支援事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、川西市障害者地域生活支援事業実施規則（以下「実施規則」と

いう。）第２条第１項第９号の規定により、川西市障害者移動支援事業（以下「事業」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（事業の内容）

第２条 この事業は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児（以下「障害者

等」という。）に対し、社会生活上必要不可欠な外出時及び余暇活動等の社会参加

のための外出時における移動の支援（以下「サービス」という。）を行うものとする。

（対象者）

第３条 サービスの対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する障害者等であっ

て、一定程度以上の障害の状態にあるもので、市長が外出時に支援が必要と認め

たものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に規定する障害福祉サービスの

重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援の決定を受けている

者は除く。

（1） 実施規則第２３条第１項各号のいずれかに該当する障害者等

（2） 実施規則第２３条第２項の規定により地域生活支援事業の対象となる者

（利用の申請及び決定等）

第４条 新規にサービスを利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、川西市障害

者地域生活支援事業利用（変更）申請書（地第１号）を市長に提出するものとする。

ただし、緊急を要すると市長が認めた場合には、この限りではない。

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用を決定するときは、

提供するサービスの内容、利用期間、利用者負担上限額等を定めた書面により、

利用を却下するときは、その理由等を記載した書面により、申請者に通知するものと

する。

３ 市長は、前項の規定によりサービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業

受給者証（以下「受給者証」という。）を申請者に交付するものとする。

４ 市長は、第２項の規定によりサービスの利用の決定を受けた者（以下「利用者」とい

う。）について、定期的に事業の要否等を見直すこととする。

（サービス内容等）

第５条 市長は、前条第２項のサービスの内容及びその時間数（実質サービス時間数

とする。）は、その内容を「川西市地域生活支援事業支給決定基準（以下「ガイドラ

イン」という。）」に基づいて審査し、決定するものとする。

（利用期間）



第６条 市長は、第４条第２項の利用期間は、同項の規定により決定した日から起算し

て、１年の期間内において決定するものとする。

（利用者負担上限月額）

第７条 利用者が負担する月額利用料（別表１に定める単価に基づき計算した月額の

利用者負担額をいう。以下同じ。）は、利用者の属する世帯の収入状況に応じ、市長

が別表２で定める額を上限とする。

２ 前項における世帯とは、事業の利用者が１８歳以上の場合にあっては利用者本人

及びその配偶者、１８歳未満の場合にあっては利用者の保護者の属する住民基本

台帳での世帯全員とする。

（継続申請）

第８条 利用者は、サービスの利用の継続を申請しようとするときは、川西市障害者地

域生活支援事業利用（変更）申請書（地第１号）を、市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、継続の可否を決定し、そ

の結果を書面により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、支給

するサービスの内容、利用期間、利用者負担上限額等を変更することができるものと

する。

（変更申請）

第９条 利用者が、第４条第２項及び前条第２項の決定を受けた内容について変更を

求める場合は、川西市障害者地域生活支援事業利用（変更）申請書（地第１号）を市

長に提出するものとする。

（変更通知）

第１０条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定

し、結果及び変更を認める場合にはその決定した変更の内容を書面により申請者

に通知するものとする。

（利用の取消）

第１１条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条第２項、第

８条第２項及び前条に基づく決定を取り消すことができる。

（1） ガイドラインの規定により、利用対象要件に該当しなくなったとき。

（2） この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

（3） 市外に転出したとき。（ただし、居住地特例による住所変更を除く。）

（4） 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

（5） 第１３条で規定する利用料を滞納したとき。

（受給者証の提示等）

第１２条 利用者は、サービスを利用しようとするときは、当該サービスを提供する事業

者に直接依頼し、受給者証を提示しなければならない。

２ 利用者は、受給者証を紛失又は破損したときは、川西市障害者地域生活支援事



業受給者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を申請するものとする。

（利用者負担）

第１３条 利用者は、サービスを利用したときは、当該サービスを提供した当該事業者

に対し、第７条第１項又は第２項に規定する月額利用料を支払わなければならな

い。

（事業の実施）

第１４条 市長は、あらかじめ指定をした事業者に事業を委託することにより実施する。

２ 前項の委託を受けた事業者は、ガイドラインを遵守しなければならない。

（事業者の指定）

第１５条 前条第１項の指定を受けようとする事業者は、法第２９条第１項に定める指定

障害福祉サービス事業者であって、次の障害福祉サービスの種類のうち、いずれか

の指定を受けているものとする。

（1） 居宅介護

（2） 重度訪問介護

（3） 同行援護

（4） 行動援護

（5） 重度障害者等包括支援

２ 第１４条第１項の指定を受けようとする事業者は、川西市障害者地域生活支援事業

指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（1） 申請者の登記簿謄本

（2） 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

（3） 事業所管理者の経歴書

（4） 事業所の平面図

（5） 運営規程

（6） 利用者またはその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

（７） 事業計画書

（８） その他市長が必要と認める書類

３ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、川西市障害者

地域生活支援事業指定通知書により指定するものとする。

（指定を受けた事項の変更・廃止）

第１６条 前条第３項の指定を受けた事業者（以下「指定事業者」という）は、前条第２

項で申請をした事項を変更しようとするとき、又は事業の運営を廃止しようとするとき

は、あらかじめ、川西市障害者地域生活支援事業変更承認申請書・事業変更（廃

止）届を市長に提出するものとする。

（指定を受けた事項の取消）

第１７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第１５条第３項の



当該指定事業者の指定登録を取り消し、又は期間を定めてその指定登録の全部若

しくは一部の効力を停止することができる。

（１） 指定事業者が、法第５０条に基づき指定障害福祉サービス事業者の指定の取り

消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止されたとき。

（２） 移動支援事業の請求に関し不正があったと認められるとき。

（３） 不正又は虚偽の申告により登録を受けたと認められるとき。

（４） 指定事業者が、移動支援事業の実施に関し不正又は著しく不当な行為をしたと

き。

（５） 第２９条第２項の調査の結果、事業を十分に果たすことができないと認められると

き。

（支援の方法）

第１８条 指定事業者は、サービスを提供する方法は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める方法とする。

（１） 個別支援が必要な場合のマンツーマンでの支援

（２） グループ支援型複数の障害者への同時支援及び屋外でのグループワーク、同

一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援日中帯（午前８時から午

後６時までをいう。）

（３） 早朝・夜間帯（午前６時から午前８時まで及び午後６時から午後１０時までをい

う。）

（４） 深夜帯（午前０時から午前６時まで及び午後１０時から午前０時までをいう。）

（委託料の支払い）

第１９条 この事業の事業者に対し、第１３条に定める利用者負担額を除いた額を委託

料として支払うものとする。

（委託料の請求）

第２０条 第１５条第３項の規定による指定事業者は、市長が別表１に定める基準等に

基づき計算した費用から第１３条の規定により利用者が負担した金額を控除した額

を、原則としてサービスを提供した月の翌月１０日までに市長に請求するものとす

る。

２ 市長は、前項の規定により、事業者から請求を受けたときは、その内容を審査のう

え原則として請求を受けた月の翌月末日までに支払うものとする。

３ 前条の規定により支払いを受けた指定事業者は、利用者に移動支援事業委託料

の額の通知するものとする。

（不正利得の徴収）

第２１条 市長は、偽りその他不正の手段により委託料の支払いを受けた者があるとき

は、その者から、その委託料の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することが

できる。



（個別支援計画の作成）

第２２条 サービス提供事業者は、支給決定を受けた利用者と利用契約をしたときは、

利用者のアセスメントを行って、支給決定期間に係る適切な個別支援計画を作成

し、当該計画に基づき支援を実施する。その際、利用者の障害特性、適正等を十分

に踏まえた個別支援計画の作成が可能となるよう、利用者の家族や関係機関と十分

連携すること。

２ 個別支援計画は、少なくとも１年に１度以上は作成することとする。

（外出介護員）

第２３条 外出介護員（指定事業者が提供するサービスに従事するガイドヘルパーを

いう。以下に同じ。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１） 介護福祉士

（２） 実務者研修（旧：介護職員基礎研修、ホームヘルパー１級）の修了者

（３） 居宅介護職員初任者研修（旧：居宅介護従事者養成研修１級・２級課程）の修

了者

（４） 介護職員初任者研修（旧：ホームヘルパー２級）の修了者

（５） 行動援護従業者養成研修の修了者

（６） 重度訪問介護従業者養成研修課程の修了者

（７） 視覚障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者

（８） 日常生活支援従業者養成研修の修了者

（９） 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者

（10） 知的障害者外出介護（移動支援）従業者養成研修課程の修了者

（外出介護員の研修）

第２４条 指定事業者は、外出介護員に対し採用時研修を行うほか、年１回以上の定

期研修を実施するものとする。

（身分証明証の携行）

第２５条 外出介護員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行しなければなら

ない。

（他事業との一体的・効率的運営）

第２６条 市長は事業の運営にあたり、法に規定する自立支援給付その他の在宅福祉

事業との連携を図るものとする。

（関係機関との連携）

第２７条 市長は、常に相談支援事業所・健康福祉事務所・民生委員児童委員・障害

者相談員・医療機関等の関係機関との連絡を密にするとともに、事業所との連絡・

調整を十分に行い、事業を円滑に実施しなければならない。

（守秘義務）

第２８条 指定事業者は、利用者等の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなけ



ればならない。

２ 指定事業者は、他の指定事業者等に対して、利用者又はその家族に関して知り得

た情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を

得ておかなければならない。

（帳簿の整備等）

第２９条 指定事業者の長は、この事業を行うため、決定調書・移動支援事業提供実

績記録票・利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備しなければならない。こ

の帳簿は、移動支援事業を提供した日から五年間保存しなければならない。

２ 市長は、事業を適正に実施するため、指定事業者の外出介護員の派遣に関する

業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

（高額障害者地域生活支援事業費の支給）

第３０条 市長は、同一の世帯に属する障害者等又はその保護者が同一の月に受け

たサービスについて、第７条及び第１３条の規定により負担した額、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下、「政令」という。）

第４３条の５第１項各号に掲げる額（法第７６条の２の規定により給付された額、児童

福祉法第２１条の５の１２第１項の規定により給付された額及び児童福祉法第２４条

の６第１項の規定により給付された額を除く。）を合算した額（以下「世帯負担額」と

いう）が政令第４３条の６に定める基準額（以下「算定基準額」という）を超える場合

は、当該障害者等又はその保護者が負担した額（以下「個人負担額」という）から算

定基準額を控除して得た額に、按分率（個人負担額を世帯負担額で除して得た

率）を乗じて得た額を当該障害者等又はその保護者からの申請に基づき高額障害

者地域生活支援事業費として支給するものとする。

（細則）

第３１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

（施行期日）

１ この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の規定は、令和２年１０月１日以降に行われた事業に基づく利用者負担

額及び事業の実施にかかる費用の支払について適用し、この要綱の施行前に、川

西市地域支援事業実施要綱（平成１８年川西市告示第３００号）の規定により行われ

た事業に基づく支払については、なお従前の例による。

３ この要綱の施行前において、川西市地域支援事業実施要綱（平成１８年川西市告

示第３００号）の規定により指定を受けていた事業者は、この要綱の施行の日に、第１

５条の指定を受けたものとみなす。



別表１（第７条関係）

利用者負担上限月額

移動支援事業単価表（個別支援型）
身体介護伴わない

開始から1.5時間以内（単位：円）

日0.5H 1,000 （8：00～18：00）

日1.0H 2,000
日1.5H 3,000

夜間早朝0.5H 1,250 （6：00～8：00　18：00～22：00）

夜間早朝1.0H 2,500
夜間早朝1.5H 3,750
深夜0.5H 1,500 （22：00～6：00）

深夜1.0H 3,000
深夜1.5H 4,500

日0.5H夜早0.5H 2,250 ←7:30∼8:30 , 17:30∼18:30
日1.0H夜早0.5H 3,250 ←7:30∼9:00 , 17:00∼18:30
日0.5H夜早1.0H 3,500 ←7:00∼8:30 , 17:30∼19:00
夜早0.5H深0.5H 2,750 ←21:30∼22:30
夜早1.0H深0.5H 4,000 ←21:00∼22:30
夜早0.5H深1.0H 4,250 ←21:30∼23:00
深0.5H夜早0.5H 2,750 ←5:30∼6:30
深1.0H夜早0.5H 4,250 ←5:00∼6:30
深0.5H夜早1.0H 4,000 ←5:30∼7:00

開始から1.5時間を超える（単位：円）

0.5H 700 0.5H 875 0.5H 1,050
1.0H 1,400 1.0H 1,750 1.0H 2,100
1.5H 2,100 1.5H 2,625 1.5H 3,150
2.0H 2,800 2.0H 3,500 2.0H 4,200
2.5H 3,500 2.5H 4,375 2.5H 5,250
3.0H 4,200 3.0H 5,250 3.0H 6,300
3.5H 4,900 3.5H 6,125 3.5H 7,350
4.0H 5,600 4.0H 7,000 4.0H 8,400
4.5H 6,300 4.5H 7,875 4.5H 9,450
5.0H 7,000 5.0H 8,750 5.0H 10,500
5.5H 7,700 5.5H 9,625 5.5H 11,550
6.0H 8,400 6.0H 10,500 6.0H 12,600
6.5H 9,100 6.5H 11,375 6.5H 13,650
7.0H 9,800 7.0H 14,700
7.5H 10,500 7.5H 15,750
8.0H 11,200 8.0H 16,800
8.5H 11,900 8.5H 17,850
9.0H 12,600
9.5H 13,300

10.0H 14,000
10.5H 14,700

深夜
(夜間:22:00∼6:00)

日中(8:00∼18:00)
夜間早朝

(夜間:18:00∼22:00)
(早朝:6:00∼8:00)

身体介護伴う

開始から1.5時間以内（単位：円）

日0.5H 1,700 （8：00～18：00）

日1.0H 3,400
日1.5H 5,100

夜間早朝0.5H 2,125 （6：00～8：00　18：00～22：00）

夜間早朝1.0H 4,250
夜間早朝1.5H 6,375
深夜0.5H 2,550 （22：00～6：00）

深夜1.0H 5,100
深夜1.5H 7,650

日0.5H夜早0.5H 3,825 ←7:30∼8:30 , 17:30∼18:30
日1.0H夜早0.5H 5,525 ←7:30∼9:00 , 17:00∼18:30
日0.5H夜早1.0H 5,950 ←7:00∼8:30 , 17:30∼19:00
夜早0.5H深0.5H 4,675 ←21:30∼22:30
夜早1.0H深0.5H 6,800 ←21:00∼22:30
夜早0.5H深1.0H 7,225 ←21:30∼23:00
深0.5H夜早0.5H 4,675 ←5:30∼6:30
深1.0H夜早0.5H 7,225 ←5:00∼6:30
深0.5H夜早1.0H 6,800 ←5:30∼7:00

開始から1.5時間を超える（単位：円）

0.5H 1,000 0.5H 1,250 0.5H 1,500
1.0H 2,000 1.0H 2,500 1.0H 3,000
1.5H 3,000 1.5H 3,750 1.5H 4,500
2.0H 4,000 2.0H 5,000 2.0H 6,000
2.5H 5,000 2.5H 6,250 2.5H 7,500
3.0H 6,000 3.0H 7,500 3.0H 9,000
3.5H 7,000 3.5H 8,750 3.5H 10,500
4.0H 8,000 4.0H 10,000 4.0H 12,000
4.5H 9,000 4.5H 11,250 4.5H 13,500
5.0H 10,000 5.0H 12,500 5.0H 15,000
5.5H 11,000 5.5H 13,750 5.5H 16,500
6.0H 12,000 6.0H 15,000 6.0H 18,000
6.5H 13,000 6.5H 16,250 6.5H 19,500
7.0H 14,000 7.0H 21,000
7.5H 15,000 7.5H 22,500
8.0H 16,000 8.0H 24,000
8.5H 17,000 8.5H 25,500
9.0H 18,000
9.5H 19,000

10.0H 20,000
10.5H 21,000

日中(8:00∼18:00)
夜間早朝

(夜間:18:00∼22:00)
(早朝:6:00∼8:00)

深夜
(夜間:22:00∼6:00)



移動支援事業単価表（グループ支援型）

支援者1人：利用者２人
開始から1.5時間以内（単位：円）

日0.5H 700 （8：00～18：00）

日1.0H 1,400
日1.5H 2,100

夜間早朝0.5H 875 （6：00～8：00　18：00～22：00）

夜間早朝1.0H 1,750
夜間早朝1.5H 2,625
深夜0.5H 1,050 （22：00～6：00）

深夜1.0H 2,100
深夜1.5H 3,150

日0.5H夜早0.5H 1,575 ←7:30∼8:30 , 17:30∼18:30
日1.0H夜早0.5H 2,275 ←7:30∼9:00 , 17:00∼18:30
日0.5H夜早1.0H 2,450 ←7:00∼8:30 , 17:30∼19:00
夜早0.5H深0.5H 1,925 ←21:30∼22:30
夜早1.0H深0.5H 2,800 ←21:00∼22:30
夜早0.5H深1.0H 2,975 ←21:30∼23:00
深0.5H夜早0.5H 1,925 ←5:30∼6:30
深1.0H夜早0.5H 2,975 ←5:00∼6:30
深0.5H夜早1.0H 2,800 ←5:30∼7:00

開始から1.5時間を超える（単位：円）

0.5H 490 0.5H 612 0.5H 735
1.0H 980 1.0H 1,225 1.0H 1,470
1.5H 1,470 1.5H 1,837 1.5H 2,205
2.0H 1,960 2.0H 2,450 2.0H 2,940
2.5H 2,450 2.5H 3,062 2.5H 3,675
3.0H 2,940 3.0H 3,675 3.0H 4,410
3.5H 3,430 3.5H 4,287 3.5H 5,145
4.0H 3,920 4.0H 4,900 4.0H 5,880
4.5H 4,410 4.5H 5,512 4.5H 6,615
5.0H 4,900 5.0H 6,125 5.0H 7,350
5.5H 5,390 5.5H 6,737 5.5H 8,085
6.0H 5,880 6.0H 7,350 6.0H 8,820
6.5H 6,370 6.5H 7,962 6.5H 9,555
7.0H 6,860 7.0H 10,290
7.5H 7,350 7.5H 11,025
8.0H 7,840 8.0H 11,760
8.5H 8,330 8.5H 12,495
9.0H 8,820
9.5H 9,310

10.0H 9,800
10.5H 10,290

日中(8:00∼18:00)
夜間早朝

(夜間:18:00∼22:00)
(早朝:6:00∼8:00)

深夜
(夜間:22:00∼6:00)

支援者1人：利用者3人
開始から1.5時間以内（単位：円）

日0.5H 600 （8：00～18：00）

日1.0H 1,200
日1.5H 1,800

夜間早朝0.5H 750 （6：00～8：00　18：00～22：00）

夜間早朝1.0H 1,500
夜間早朝1.5H 2,250
深夜0.5H 900 （22：00～6：00）

深夜1.0H 1,800
深夜1.5H 2,700

日0.5H夜早0.5H 1,350 ←7:30∼8:30 , 17:30∼18:30
日1.0H夜早0.5H 1,950 ←7:30∼9:00 , 17:00∼18:30
日0.5H夜早1.0H 2,100 ←7:00∼8:30 , 17:30∼19:00
夜早0.5H深0.5H 1,650 ←21:30∼22:30
夜早1.0H深0.5H 2,400 ←21:00∼22:30
夜早0.5H深1.0H 2,550 ←21:30∼23:00
深0.5H夜早0.5H 1,650 ←5:30∼6:30
深1.0H夜早0.5H 2,550 ←5:00∼6:30
深0.5H夜早1.0H 2,400 ←5:30∼7:00

開始から1.5時間を超える（単位：円）

0.5H 420 0.5H 525 0.5H 630
1.0H 840 1.0H 1,050 1.0H 1,260
1.5H 1,260 1.5H 1,575 1.5H 1,890
2.0H 1,680 2.0H 2,100 2.0H 2,520
2.5H 2,100 2.5H 2,625 2.5H 3,150
3.0H 2,520 3.0H 3,150 3.0H 3,780
3.5H 2,940 3.5H 3,675 3.5H 4,410
4.0H 3,360 4.0H 4,200 4.0H 5,040
4.5H 3,780 4.5H 4,725 4.5H 5,670
5.0H 4,200 5.0H 5,250 5.0H 6,300
5.5H 4,620 5.5H 5,775 5.5H 6,930
6.0H 5,040 6.0H 6,300 6.0H 7,560
6.5H 5,460 6.5H 6,825 6.5H 8,190
7.0H 5,880 7.0H 8,820
7.5H 6,300 7.5H 9,450
8.0H 6,720 8.0H 10,080
8.5H 7,140 8.5H 10,710
9.0H 7,560
9.5H 7,980

10.0H 8,400
10.5H 8,820

日中(8:00∼18:00)
夜間早朝

(夜間:18:00∼22:00)
(早朝:6:00∼8:00)

深夜
(夜間:22:00∼6:00)

支援者1人：利用者4人
開始から1.5時間以内（単位：円）

日0.5H 500 （8：00～18：00）

日1.0H 1,000
日1.5H 1,500

夜間早朝0.5H 625 （6：00～8：00　18：00～22：00）

夜間早朝1.0H 1,250
夜間早朝1.5H 1,875
深夜0.5H 750 （22：00～6：00）

深夜1.0H 1,500
深夜1.5H 2,250

日0.5H夜早0.5H 1,125 ←7:30∼8:30 , 17:30∼18:30
日1.0H夜早0.5H 1,625 ←7:30∼9:00 , 17:00∼18:30
日0.5H夜早1.0H 1,750 ←7:00∼8:30 , 17:30∼19:00
夜早0.5H深0.5H 1,375 ←21:30∼22:30
夜早1.0H深0.5H 2,000 ←21:00∼22:30
夜早0.5H深1.0H 2,125 ←21:30∼23:00
深0.5H夜早0.5H 1,375 ←5:30∼6:30
深1.0H夜早0.5H 2,125 ←5:00∼6:30
深0.5H夜早1.0H 2,000 ←5:30∼7:00

開始から1.5時間を超える（単位：円）

0.5H 350 0.5H 437 0.5H 525
1.0H 700 1.0H 875 1.0H 1,050
1.5H 1,050 1.5H 1,312 1.5H 1,575
2.0H 1,400 2.0H 1,750 2.0H 2,100
2.5H 1,750 2.5H 2,187 2.5H 2,625
3.0H 2,100 3.0H 2,625 3.0H 3,150
3.5H 2,450 3.5H 3,062 3.5H 3,675
4.0H 2,800 4.0H 3,500 4.0H 4,200
4.5H 3,150 4.5H 3,937 4.5H 4,725
5.0H 3,500 5.0H 4,375 5.0H 5,250
5.5H 3,850 5.5H 4,812 5.5H 5,775
6.0H 4,200 6.0H 5,250 6.0H 6,300
6.5H 4,550 6.5H 5,687 6.5H 6,825
7.0H 4,900 7.0H 7,350
7.5H 5,250 7.5H 7,875
8.0H 5,600 8.0H 8,400
8.5H 5,950 8.5H 8,925
9.0H 6,300
9.5H 6,650

10.0H 7,000
10.5H 7,350

日中(8:00∼18:00)
夜間早朝

(夜間:18:00∼22:00)
(早朝:6:00∼8:00)

深夜
(夜間:22:00∼6:00)



別表２（第７条関係）

利用者負担上限月額

世帯区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

一般１

サービス利用者が障がい児（１８歳未満）の

場合で、市町村民税課税世帯（市民税所

得割２８万円未満）

４，６００円

サービス利用者が障がい者（１８歳以上）の

場合で、市町村民税課税世帯（市民税所

得割１６万円未満）

９，３００円

一般 市町村民税課税世帯 ３７，２００円


